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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月28日(2011.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキペダルの操作により進退移動する軸部材と、該軸部材に相対移動可能に外装さ
れた筒状部材と、該筒状部材を進退移動させる電動アクチュエータとを備え、プライマリ
圧力室とセカンダリ圧力室とを仕切るセカンダリピストンを有するタンデムマスタシリン
ダのプライマリ圧力室に前記軸部材と前記筒状部材を臨ませ、前記タンデムマスタシリン
ダ内で発生するブレーキ液圧の反力を前記軸部材に伝達する電動倍力装置において、前記
軸部材の移動によって前記プライマリ圧力室の液圧が発生しないときに、前記タンデムマ
スタシリンダのセカンダリ圧力室の液圧による反力を前記軸部材に伝達可能な伝達部材を
設けたことを特徴とする電動倍力装置。
【請求項２】
　前記伝達部材は、前記セカンダリピストンの基端側と前記筒状部材との間に設けられ前
記軸部材の先端が当接可能な弾性部材であることを特徴とする請求項１に記載の電動倍力
装置。
【請求項３】
　前記弾性部材は、前記セカンダリピストンの基端側に設けられ、前記筒状部材の先端が
前記セカンダリピストンの基端側と当接するよりも先に前記軸部材の先端が前記弾性部材
と当接するように設定されていることを特徴とする請求項２に記載の電動倍力装置。
【請求項４】
　前記弾性部材は、前記軸部材の先端が前記セカンダリピストンの基端側と当接したとき
のみ前記セカンダリピストンの反力を前記筒状部材に伝えることを特徴とする請求項２に
記載の電動倍力装置。
【請求項５】
　前記伝達部材は、前記タンデムマスタシリンダのセカンダリピストンにその軸方向に摺
動孔が設けられ、該摺動孔にセカンダリ圧力室の液圧を受けて前記軸部材に該液圧による
反力を伝達可能なロッド部材であることを特徴とする請求項１に記載の電動倍力装置。
【請求項６】
　前記ロッド部材は、前記軸部材と当接可能で、前記セカンダリ圧力室の液圧を受ける側
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と反対側で前記プライマリ圧力室の液圧を受ける面を有し、かつ該ロッド部材が前記セカ
ンダリ圧力室の液圧を受ける受圧面積と前記軸部材が前記プライマリ圧力室の液圧を受け
る受圧面積とが等しくなっていることを特徴とする請求項６に記載の電動倍力装置。
【請求項７】
　前記軸部材と前記筒状部材とは入力ストロークに応じて両者の相対変位位置が制御され
ることを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の電動倍力装置。
【請求項８】
　シリンダ本体と、ブレーキペダルの操作により進退移動する軸部材の前端部及び該軸部
材に相対移動可能に外装されアクチュエータによってシリンダ本体内を移動する筒状部材
の前端部に形成されるプライマリ圧力室と、該プライマリ圧力室の前方で前記シリンダ本
体内を移動するセカンダリピストンと、該セカンダリピストンと前記シリンダ本体とによ
り形成されるセカンダリ圧力室とを有し、前記ブレーキペダルから前記軸部材に付与され
る入力推力と前記アクチュエータから前記筒状部材に付与される推力とにより、ブレーキ
液圧を発生するタンデムマスタシリンダにおいて、前記軸部材の移動によって前記プライ
マリ圧力室の液圧が発生しないときに、前記セカンダリ圧力室の液圧による反力を前記軸
部材に伝達可能な伝達部材を設けたことを特徴とするタンデムマスタシリンダ。
【請求項９】
　前記伝達部材は、前記セカンダリピストンの基端側と前記筒状部材との間に設けられ前
記軸部材の先端が当接可能な弾性部材であることを特徴とする請求項８に記載のタンデム
マスタシリンダ。
【請求項１０】
　前記伝達部材は、前記タンデムマスタシリンダのセカンダリピストンにはその軸方向に
摺動孔が設けられ、該摺動孔にセカンダリ圧力室の液圧を受けて前記軸部材に該液圧によ
る反力を伝達可能なロッド部材が設けられてなることを特徴とする請求項８に記載のタン
デムマスタシリンダ。
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